
警察本部 　随意契約件数 37件 金額 413,133,854 円

契約担当課・所名 契約の名称及び内容 契約年月日 契約の相手方の所在地 契約の相手方の名称 契約金額 随意契約理由
地方自治法施行令

適用条項

1 広報課 犯罪被害者等支援業務委託 令和7年4月1日 大分県大分市東春日町１－１
公益社団法人大分被害者支援セン
ター

12,312,679 円

①本業務は、犯罪被害者等への配慮・協力等について県民の理解を深めるための
広報啓発事業を委託するものである。
②これを行うためには、「犯罪被害者等早期援助団体」に指定された団体でなければ
ならない。
③公益財団法人大分被害者支援センターは、大分県公安委員会が県内で唯一上記
の団体に指定した団体あり、犯罪被害者等に対する各種支援事業を長年にわたり推
進していることから、同団体と随意契約を行うもの。

地方自治法施行令
第167条の2第1項第2号

2 生活安全企画課
風俗営業の営業所の管理者講習
及び調査業務委託

令和7年4月1日 大分市荷揚町5-36 公益財団法人大分県防犯協会 4,113,877 円

①本業務は、善良な風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な育成を目
的として講習や調査業務等を委託するもの。
②上記目的を達成するため、都道府県に一団体に限って都道府県風俗環境浄化協
会を指定する。
③上記指定を受けているのは、公益財団法人大分県防犯協会のみである。

地方自治法施行令
第167条の2第1項第2号

3 捜査第一課
総合指揮室映像システム用機器
の賃貸借契約

令和7年4月1日
福岡県福岡市博多区店屋町１－３
５

三菱ＨＣキャピタル株式会社
九州支店

9,732,393 円

①本業務は、重大事件及び災害発生等総合指揮室映像システムにより情報共有を
行うものである。

②これを行うためには、現行の通信指令システムと互換性を有効にする必要がある
ため、同システムが更新されるまでの間、現行の総合指揮室映像システム用機器の
再リースを行う必要がある。

③上記現行通信指令システムと互換性を有効にする映像システム用機器を有する者
は現行設置の三菱HCキャピタル株式会社九州支店のみである。

地方自治法施行令
第167条の2第1項第2号

4 警備運用課
ヘリコプターテレビ伝送システム
機上設備及び地上設備点検業務
委託

令和7年4月1日 東京都千代田区九段北２－３－６ 株式会社東通インターナショナル 5,500,000 円

①本業務は、ヘリコプターテレビ伝送システムの定期及び随時保守点検を行うもので
ある。
②これを行うためには、現有システムの保守点検技術が必要である。
③上記(技術)を有する者は株式会社東通インターナショナルのみである。

地方自治法施行令
第167条の2第1項第2号

5 交通指導課
固定式速度違反自動取締装置点
検業務委託

令和7年4月1日 東京都町田市小山ヶ丘２－２－６ 東京航空計器株式会社 4,277,900 円

①　本業務は固定式速度違反自動取締装置における年２回の定期点検及び異常発
生時の随時点検を行うものである。
②　これを行うためには製造元のみが持つ独自技術が必要となる。
③　上記技術を有する者は東京航空計器株式会社のみである。

地方自治法施行令
第167条の２第１項第２号

6 広報課
大分県警察ホームページのデザ
イン等改修業務委託

令和7年5月15日 愛媛県松山市雄郡1-1-32 福泉株式会社 2,530,000 円

①本業務は、県警ホームページのデザイン改修を行うものである。

②県警ホームページは、大分県ホームページのサブデザインとして運用しており、改
修等をするためには、大分県ホームページと規格を合わせる必要があり、サイトシス
テム全体を保守・管理できることが不可欠である。

③上記作業技術を有するのは、現在、大分県ホームページの保守・管理を行ってい
る福泉株式会社のみであるため、随意契約を行うもの。

地方自治法施行令
第167条の2第1項第2号

7 生活安全企画課
大分県警察電子メール情報配信
システム等維持管理業務委託

令和7年4月1日 大分県大分市津留1979-1 鬼塚電気工事株式会社 2,125,200 円

①本業務は、大分県警が運用している大分県警察電子メール情報配信システム等を
良好に維持管理するため、専用業者に保守委託を行うものである。

②これを行うためには、開発者が保有する独自のプログラム等の技術が必要であ
る。

③上記技術を有する者は開発者である鬼塚電気工事株式会社のみである。

地方自治法施行令
第167条の2第1項第2号

8 組織犯罪対策課
暴力団員による不当要求情報調
査業務委託料支払契約

令和7年4月1日 大分市荷揚町５－３６
公益財団法人大分県暴力追放運
動推進センター

5,553,618 円
①暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条の３第１項の規定

により、大分県公安委員会が「暴力追放運動推進センター」として指定しているもの。

地方自治法施行令
第167条の2第1項第2号



警察本部 　随意契約件数 37件 金額 413,133,854 円

契約担当課・所名 契約の名称及び内容 契約年月日 契約の相手方の所在地 契約の相手方の名称 契約金額 随意契約理由
地方自治法施行令

適用条項

9 組織犯罪対策課 責任者講習業務委託契約 令和7年4月1日 大分市荷揚町５－３６
公益財団法人大分県暴力追放運
動推進センター

4,306,083 円
①暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条の３第１項の規定

により、大分県公安委員会が「暴力追放運動推進センター」として指定しているもの。

地方自治法施行令
第167条の2第1項第2号

10 交通企画課
交通事故総合管理システム保守
業務委託

令和7年4月1日 大分県大分市津留1979-1 鬼塚電気工事株式会社 2,719,200 円

①本業務は、交通事故総合管理システムの保守を行うものである。
②これを行うためには、開発を行った業者の知識・技術が必要である。
③よって、鬼塚電気工事株式会社と契約締結を行うもの。

地方自治法施行令
第167条の2第1項第2号

11 交通企画課
自転車交通安全クイズシステム
構築（みんなの事故防止マップ改
修）業務委託契約

令和7年4月22日 大分県大分市津留1979-1 鬼塚電気工事株式会社 2,521,200 円
①本業務は、既存の「みんなの事故防止マップ」の改修を行うものである。
②これを行うためには、既存のシステムの保守管理を担う業者と契約が必要である。
③よって、鬼塚電気工事株式会社と契約締結を行うもの。

地方自治法施行令
第167条の2第1項第2号

12 運転免許課
警察共通基盤における運転者管
理システムの分担金

令和7年4月1日
東京都千代田区霞が関二丁目１番
２号

警察庁 37,040,977 円
①本業務は、本県警察が警察庁が整備する警察共通基盤における運転者管理シス
テムの機能等を利用するものである。

②これを行うためには、警察庁と共同で利用することが不可欠である。

地方自治法施行令
第167条の2第1項第2号

13 運転免許課
ICカード運転免許証作成システム
の賃貸借

令和7年4月1日
東京都新宿区市谷加賀町１丁目１
番１号

株式会社DNPアイディーシステム 8,580,000 円

①ICカード運転免許証作成システムは、直接撮影機、複写撮影機、免許証印刷機、
システム管理端末及び講習管理装置により構築され、警察庁及び警務部情報管理
課に設置する汎用電子計算機、交通部運転免許課に設置する通報端末、免許台帳
ファイリングシステム及びチェックコード生成装置とデータ連携し、ＩＣカード免許証を作
成するシステムである。
②現在、再リース中であるが、契約期間が令和7年3月31日をもって満了するため、引
き続き再リース契約を締結する必要がある。
③本システムの契約先が株式会社ＤＮＰアイディーシステムであり、同社とでなけれ
ば本システムの再リースが不可能であるため。

地方自治法施行令
第167条の2第1項第2号

14 交通規制課 道路交通情報提供業務委託 令和7年4月1日 東京都千代田区飯田橋1-5-10
公益財団法人日本道路交通情報セ
ンター

12,727,000 円

①本業務は、道路交通情報を広く一般に知らしめる業務を行うものである。
②これを行うためには、内閣府令(道路交通法施行規則第38条の7第2項)の内容を満
たしていなければならない。
③上記要件を満たし、公安委員会が認めている業者は（公財）日本道路交通情報セ
ンターのみである。

地方自治法施行令
第167条の2第1項第2号

15 大分中央警察署
令和７年度被留置者糧食単価契
約

令和7年4月1日 大分市大字野田字原841番地１
社会福祉法人博愛会
キッチン花亭

4,904,712 円

①本業務は、被留置者に対し年間を通じて安定した食事を支給するものである。
②令和7年3月18日付けで一般競争入札による公告を行ったが入札者がなかった。
③仕様の見直しを検討したが、年間を通じて３食を安定して納品する必要があり、見
直す箇所はなかったため、随意契約によることとした。
④単価契約：432円/朝食、540円/昼食、540円/夕食

地方自治法施行令
第167条の2第1項第8号



警察本部 　随意契約件数 37件 金額 413,133,854 円

契約担当課・所名 契約の名称及び内容 契約年月日 契約の相手方の所在地 契約の相手方の名称 契約金額 随意契約理由
地方自治法施行令

適用条項

16 警務課
大分県警察官採用募集広告運用
業務委託(R7.5.27~R8.3.31)

令和7年5月27日
大分県大分市松が丘３丁目１番12
号

大分ケーブルテレコム株式会社 3,901,810 円

①本業務は、ＳＮＳを利用した大分県警察採用募集活動広告の制作および運用を委
託するものである。
②これを行うため、10社から企画提案を受け、審査委員会による審査の結果、最も優
れた企画を提案した業者と契約を締結するもの。

地方自治法施行令
第167条の2第1項第2号

17 運転免許課
指定自動車教習所職員講習業務
委託

令和7年5月19日 大分市賀来北１丁目３番54号
一般社団法人大分県指定自動車
教習所協会

2,717,000 円

①本業務は、道路交通法施行規則に規定する指定自動車教習所職員に対する講習
の業務を委託するものである。
②これを行うためには、本件講習を実施できる能力を有する講師が必要である。
③上記の講習を効果的及び効率的に行うため、当該業務を熟知する当該協会と契
約するものである。

地方自治法施行令
第167条の2第1項第2号

18 運転免許課
更新時講習業務委託契約（単価
契約）

令和7年5月30日 大分市豊町２丁目１番２５号
公益財団法人大分県交通安全協
会

53,414,780 円

①本業務は、運転免許証の更新時講習等の業務の委託を行うものである。
②一般競争入札において落札者がなく、再度の入札においても落札者がなかったこ
とから、随意契約に移行したもの。
③一般競争入札に応札した唯一の業者である。
④単価契約
  優良運転者講習　４０８．１円/件　他

地方自治法施行令
第167条の2第1項第8号

19 生活安全企画課
若者を「犯罪に加担させない」た
めのメッセージコンテスト運営管
理等業務委託

令和7年6月11日 大分県大分市東春日町1番８号 株式会社大宣 11,379,720 円

①本業務は、若者に対して「闇バイト」の危険性を理解させ、危機意識や防犯意識を
醸成させることを目的に、「若者を「犯罪に加担させない」ためのメッセージコンテスト」
を開催し、応募作品を活用した効果的な情報発信等を行うものである。
　また、県民に広く特殊詐欺の手口や対処方法等を周知し、個々人に特殊詐欺に対
する抵抗力を身に付けさせることにより、その被害を防止することを目的に、特殊詐
欺被害防止の動画等を作成し、効果的な広告運用も併せて実施するものである。
②本業務を委託するにあたり、４者から企画提案を受け審査した結果、最も優れた企
画提案を行った株式会社大宣と契約したものである

地方自治法施行令
第167条の2第1項第2号

20 交通指導課
車載式車両速度測定装置購入契
約

令和7年7月1日 大分県大分市王子町７番１号 日本無線株式会社 9,103,600 円

①本件は、法改正に伴い新基準に対応した車載式車両速度測定装置を購入するも
のである。
②車内に搭載する車載式車両速度測定装置を販売しているのは日本無線株式会社
のみである。

地方自治法施行令
第167条の2第1項第2号

21 交通指導課
定置式車両速度測定装置購入契
約

令和7年7月1日 大分県大分市王子町７番１号 日本無線株式会社 4,180,000 円

①本件は、法改正に伴い新基準に対応した定置式車両速度測定装置を購入するも
のである。
②定置式車両速度測定装置（レーダー式）販売しているのは日本無線株式会社のみ
である。

地方自治法施行令
第167条の2第1項第2号

22 運転免許課
運転免許申請自動受付機改修委
託

令和7年7月10日 福岡市博多区東比恵２－７－１
オムロンソーシアルソリューションズ
株式会社九州営業所

4,950,000 円

①本業務は、運転免許更新申請等を効率的に運用するため、運転免許申請自動受
付機の改修を委託するもの。

②本業務は、高度な専門知識、技術及び経験を必要とし、契約の目的を効果的及び
効率的達成のため、専門業者に委託するもの。

③現行の運転免許申請自動受付機は、オムロンソーシアルソリューションズ株式会
社が製造及び構築したものであり、同社でなければ運転免許申請自動受付機の改修
が困難であるため。

地方自治法施行令
第167条の2第1項第2号



警察本部 　随意契約件数 37件 金額 413,133,854 円

契約担当課・所名 契約の名称及び内容 契約年月日 契約の相手方の所在地 契約の相手方の名称 契約金額 随意契約理由
地方自治法施行令

適用条項

23 警備運用課
令和７年度
警察用航空機「ぶんご」の修繕及
び搬送契約

令和7年5月22日 鹿児島県鹿児島市山下町9番5号 鹿児島国際航空株式会社 6,285,873 円

①本業務は、警察用航空機の修繕を行うものである。
②これを行うには高度な専門性に加え、突発災害等の対応から早期修繕が必要であ
る。
③緊急性及び費用面から、既に耐空証明検査実施の契約を締結している鹿児島国
際航空株式会社と契約するもの。

地方自治法施行令
第167条の2第1項第2号

24 警備運用課
令和７年度
予備品機能検査契約

令和7年6月6日
東京都千代田区丸の内二丁目7-2
JＰタワー

兼松株式会社 4,251,500 円

①本業務は、ヘリコプターの予備の装備品の定期的な検査を行うものである。

②これを行うためには、ヘリコプター「レオナルド式A109E（旧アグスタ式）」の装備品
の点検技術が必要である。

③当該点検を行うにあたり、警察庁（各都道府県警察）に対する国内の唯一の代理
店は兼松株式会社のみである。

地方自治法施行令
第167条の2第1項第2号

25 厚生課
令和７年度定期健康診断（一般
検診・指定年齢検診・胃検診）等
業務委託

令和7年5月1日 大分市大字宮崎1415番地
公益財団法人
大分県地域成人病検診協会　おお
いた検診センター

42,761,103円

①約2,400人の職員が県内各地で時期を限定した巡回による集団健康診断を受診し
なければならないが、対応が可能な検診機関が県内には他にない。
②過去５年以上本検診を継続実施しているため、専門医による経年的な変化の比較
判定ができること、また、受診者に検診結果を通知する際にも、過去の検査結果と併
せて通知できるため、受診者個々が自らの健康状態の推移を経年比較できることな
ど、効果的な検診が可能であるため。
③船員検査、B型肝炎検査及びC型肝炎検査は、船員検査の検査項目が定期健康
診断の検査項目（身体計測・尿・血圧・血液・心電図）と重複、B型肝炎検査及びC型
肝炎検査は定期健康診断の検査項目（血液検査）が重複していることから定期健康
診断と併せて実施するもの。
④単価契約
　各項目ごと319円～35,200円

地方自治法施行令
第167条の2第1項第2号

26 生活安全企画課
大分県警察電子メール情報配信
システムアプリ等改修業務委託

令和7年7月31日 大分県大分市津留1979-1 鬼塚電気工事株式会社 3,080,000 円

①本業務は現在運用している大分県警察電子メール情報配信システムアプリ等（「お
おいた防犯マップみはるちゃん」、「まもめーる」及び「まもめーるアプリ」）の既存シス
テムに新たな機能を付帯させるシステム改修である。
②同既存システムの開発業者以外がサーバーおよびネットワークの設定変更を行っ
た場合、同一のサーバーで構築している他のシステムに与える障害等のリスクが懸
念されるとともに既存システムのプログラムの解析等に長い時間と多額の費用を要
する。
③そのため、業務委託できるのは、開発業者である鬼塚電気工事のみである。

地方自治法施行令
第167条の2第1項第2号

27 警務課
大分県警察勤務管理システム動
態確認機能等構築委託業務

令和7年5月1日 大分県大分市東春日町17番19号
東芝デジタルエンジニアリング株式
会社

4,620,000 円

①本業務は、大分県警察勤務管理システムに新たな機能を追加するものである。
②本システムは、東芝デジタルエンジニアリング株式会社が独自開発し、カスタマイ
ズしたシステムである。
③上記のことから、本業務を遂行できるのはシステムを熟知している東芝デジタルエ
ンジニアリング株式会社のみである。

地方自治法施行令
第167条の2第1項第2号

28 交通企画課
自転車の青切符導入等周知のた
めの広報啓発業務委託

令和7年6月24日 大分県大分市今津留3-14-2 株式会社cube 6,890,400 円
　①本業務は、自転車の青切符導入等の周知のための広報啓発を行うものである。
　②本業務を委託するにあたり５者から企画提案を受け、審査した結果、優れた企画
提案を行った株式会社cubeと契約を行うもの。

地方自治法施行令
第167条の2第1項第2号



警察本部 　随意契約件数 37件 金額 413,133,854 円

契約担当課・所名 契約の名称及び内容 契約年月日 契約の相手方の所在地 契約の相手方の名称 契約金額 随意契約理由
地方自治法施行令

適用条項

29 運転免許課
運転免許事務委託契約（長期継
続契約）

令和7年5月30日 大分市豊町２丁目１番２５号
公益財団法人大分県交通安全協
会

141,850,148 円

①本業務は、運転免許保有者等の利便性の向上と運転免許業務の効率的な推進を
図るため、運転免許事務の一部を委託するもの。
②本業務は、運転免許制度を熟知し、契約の目的を継続的、効果的及び効率的に達
成する必要がある。
③公益財団法人大分県交通安全協会は、道路交通法施行規則第31条の４の７に規
定する公安委員会が認める唯一の法人である。

地方自治法施行令
第167条の2第1項第2号

30 警務課
令和８年度版警察官採用募集用
パンフレット等作製業務委託

令和7年11月12日 大分市松原町２丁目１－６ 小野高速印刷株式会社 2,191,750 円
①本業務は、大分県警察採用募集用パンフレット等の制作を委託するものである。

②これを行うため、3者から企画提案を受け、審査委員会による審査の結果、最も優
れた企画を提案した業者と契約を締結する。

地方自治法施行令
第167条の2第1項第2号

31 留置管理課
令和７年度被留置者糧食の単価
契約

令和7年4月17日 大分県由布市挾間町挾間620-1 1F まごころ弁当挾間店 5,718,060 円

①年間を通じて三食を安定して納品しなければならない業務のため、他に見積参加
者なし。
②令和７年３月１２日付けで一般競争入札による公告を行ったが入札者がなかった。
③仕様書の見直しを検討したが、見直し箇所がなかったため随意契約によることとし
た。
④単価契約：
　　　・朝食　４９６，８０円
　　　・昼食　５４０円
　　　・夕食　５４０円

地方自治法施行令
第167条の2第1項第8号

32 捜査第一課
死因・身元調査法に基づく解剖及
び検査業務委託契約（単価契約）

令和7年4月1日 大分市大字旦野原７００番地 国立大学法人　大分大学 3,333,768 円

①本業務は、「警察等が取扱う死体又は身元の調査等に関する法律」に基づく解剖
及びこれに伴う検査等において委託契約（単価契約）を行うもの。
②これを行うためには、死因調査解剖はその性質上法医学分野の知識を有する大
学医学部に嘱託しなければならないもの。
③上記資格や技術を有する者は大分大学医学部のみである。
④単価契約：
　○検査等
　　死因調査法解剖基本料　8,900円/検体
　　組織学的検査　5,230円/試料
　　アルコール検査　5,230円/試料
　　細菌検査　20,950円/検体
　　ウィルス検査　20,950円/検体
　　一酸化炭素検査　5,230円/試料
　　プランクトン検査　5,230円/臓器
　　薬毒物定性検査（分析機器検査）　83,800円/検体
　　薬毒物定量検査　10,470円/試料
　　判断料　20,370円/検体
　○消耗品
　　ガウン　189円/枚
　　アンダーウェア上衣　268円/枚
　　アンダーウェア下衣　355円/枚
　　手術用メリヤス手袋　266円/双
　　ラテックス手術用手袋　134円/双
　　サニメント手袋　17円/双
　　ウレタン背抜き手袋　109円/双
　　キャップ　16円/枚
　　マスク　293円/枚
　　アームカバー　32円/双

地方自治法施行令
第167条の2第1項第2号

33 科学捜査研究所
令和７年度
島津製高性能鑑定機材定期点検
委託契約

令和7年6月18日 大分県大分市新貝11-15
安武科学器械株式会社　大分営業
所

2,694,912 円
①本業務は、高性能鑑定機材の定期点検を行うものである。

②本機材の点検において、県内における唯一の代理店は安武科学器械株式会社大
分営業所のみである。

地方自治法施行令
第167条の2第1項第2号



警察本部 　随意契約件数 37件 金額 413,133,854 円

契約担当課・所名 契約の名称及び内容 契約年月日 契約の相手方の所在地 契約の相手方の名称 契約金額 随意契約理由
地方自治法施行令

適用条項

34 交通規制課
道路使用許可調査事務委託契約
（単価契約）

令和7年4月1日 大分県大分市豊町２－１－２５
公益財団法人大分県交通安全協
会

10,223,194 円

①本業務は、道路使用許可に関する現地調査を行うものである。
②これは、「大分県交通安全活動推進センター」の指定を受けた業者しか行うことが
できない。
③上記指定を受けた県内業者は、公益財団法人大分県交通安全協会のみである。
④単価契約：2,350.7円/件

地方自治法施行令
第167条の2第1項第2号

35 警備運用課
警察用航空機「ぶんご」補用部品
の購入契約

令和8年1月20日
東京都千代田区丸の内二丁目7-2
JＰタワー

兼松株式会社 3,637,784 円

①本業務は、ヘリコプターの補用部品を購入するものである。

②これを行うためには、ヘリコプター「レオナルド式A109E（旧アグスタ式）」補用部品
等の取扱代理店である必要がある。

③購入をするにあたり、警察庁（各都道府県警察）に対する国内の唯一の代理店は
兼松株式会社のみである。

地方自治法施行令
第167条の2第1項第2号

36 運転免許課
キャッシュレス決済受付事務委託
契約（単価契約）

令和7年4月1日 大分市豊町２丁目１番２５号
公益財団法人大分県交通安全協
会

6,452,067 円

①本業務は、大分県使用料及び手数料条例に規定する手数料のキャッシュレス決済
受付事務を行うものである。
②これを行うためには、キャッシュレス決済以外の受付事務の実績があり、運転免許
関係事務を熟知している必要がある。
③上記の技術を有する者は公益財団法人大分県交通安全協会のみである。
④単価契約：キャッシュレス決済受付事務57.9942円/件、日次事務733.6868円/件、
月次事務411.015円/件

地方自治法施行令
第167条の2第1項第2号

37 運転免許課
運転免許証更新通知書等圧着業
務委託契約（単価契約・長期継続
契約）

令和7年5月30日 大分市豊町２丁目１番２５号
公益財団法人大分県交通安全協
会

3,312,649 円

①本業務は、道路交通法に基づく更新通知書及び高齢者講習等通知書を圧着する
作業である。
②これを行うためには、道路交通法施行規則第31条の４の７に規定する公安委員会
が認める者である必要がある。
③上記の資格を有する者は公益財団法人大分県交通安全協会のみである。
④単価契約：運転免許証等更新通知書圧着11.3円/件、高齢者講習等通知書15.9円
/件

地方自治法施行令
第167条の2第1項第2号


